
日
本
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
収
束
後
の
経
済
再
生
は

も
ち
ろ
ん
、
急
激
な
人
口
減
少
、

デ
ジ
タ
ル
化
、
グ
リ
ー
ン
社
会
の

構
築
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
直

面
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
山
積

す
る
課
題
に
対
応
す
る
た
め
政
府

は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
改
正
案

な
ど
を
決
定
、
通
常
国
会
に
提
出

す
る
。
菅
政
権
は
、
新
た
な
社
会

を
構
築
す
る
た
め
着
実
に
対
策
を

進
め
て
い
る
。
今
回
改
正
さ
れ
る

の
は
「
産
業
競
争
力
強
化
法
」
「

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
」
「
地

域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る

地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に

関
す
る
法
律
」
「
中
小
企
業
に
お

け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関

す
る
法
律
」
な
ど
計
６
本
。
こ
れ

ら
の
法
律
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る

の
が
産
業
競
争
力
強
化
法
で
、
同

法
は
デ
フ
レ
経
済
に
悩
ん
で
い
た

日
本
経
済
を
再
興
す
る
た
め
、
安

倍
政
権
時
代
の
２
０
１
４
年
1

月

に
施
行
さ
れ
、
国
内
産
業
を
中
長

期
に
わ
た
る
低
迷
状
態
か
ら
脱
却

さ
せ
持
続
的
発
展
の
軌
道
に
乗
せ

る
た
め
、
「
産
業
活
動
に
お
け
る

新
陳
代
謝
」
の
活
性
化
を
促
進
し
、

国
内
産
業
の
生
産
性
の
向
上
を
目

指
し
て
い
る
も
の
だ
。
こ
の
６
本

の
改
正
は
、
長
期
視
点
に
立
っ
た

企
業
の
変
革
を
後
押
し
す
る
た
め

、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
で
の
成
長
の
源

泉
と
な
る
①
「
グ
リ
ー
ン
社
会
」

へ
の
転
換
、
②
「
デ
ジ
タ
ル
化
」

へ
の
対
応
、
③
「
新
た
な
日
常
」

に
向
け
た
事
業
再
構
築
、
④
中
小

企
業
の
足
腰
強
化
ー
な
ど
を
促
進

す
る
た
め
の
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
対
応
が
可
能
と
な
る
。
例
え
ば

今
後
の
日
本
経
済
の
成
長
の
源

で
は
、
中
小
企
業
の
事
業
・

規
模
の
拡
大
を
促
進
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
経
営
革
新
計
画
・
経
営

力
向
上
計
画
に
つ
い
て
、
中
小
企

業
か
ら
中
堅
企
業
へ
の
成
長
途
上

に
あ
る
企
業
群
を
支
援
施
策
の
対

象
に
追
加
し
た
り
、
中
小
企
業
者

と
と
も
に
事
業
継
続
力
強
化
に
取

り
組
む
中
堅
企
業
に
対
し
、
連
携

事
業
継
続
力
強
化
に
必
要
な
資
金

の
金
融
支
援
を
措
置
し
た
り
す
る

こ
と
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
に
よ
り
日
本
経
済
は
戦
後
最

大
の
落
ち
込
み
と
い
う
経
済
危
機

に
直
面
し
た
が
、
こ
れ
は
古
い
経

済
社
会
シ
ス
テ
ム
か
ら
脱
却
し
構

造
変
化
を
図
る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ

る
。
菅
政
権
の
新
し
い
経
済
社
会

の
構
築
へ
の
取
り
組
み
が
、
国
民

生
活
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な

が
る
。

泉
と
な
る
「
グ
リ
ー
ン
社
会
」
「
デ
ジ

タ
ル
化
」
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は

、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
改
正

で
カ
バ
ー
す
る
。
「
グ
リ
ー
ン
社

会
」
へ
の
転
換
で
は
、
カ
ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
実
現
に
向
け
た
事

業
者
の
計
画
を
主
務
大
臣
が
認
定

す
る
こ
と
で
、
①
脱
炭
素
化
効
果

が
高
い
製
品
の
生
産
設
備
・
生

産
工
程
な
ど
の
脱
炭
素
化
を
進
め

る
設
備
に
対
す
る
設
備
投
資
税
制

、
②
利
子
補
給
な
ど
の
金
融
支
援

措
置
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、

「
デ
ジ
タ
ル
化
」
へ
の
対
応
と
し

て
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し

た
全
社
レ
ベ
ル
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ

ル
の
変
革
の
計
画
を
主
務
大
臣
が

認
定
す
る
こ
と
で
、
①
Ｄ
Ｘ
投
資

促
進
税
制
、
②
財
政
投
融
資
を
原

資
と
し
た
低
利
融
資
措
置
が
可
能

と
な
る
。
さ
ら
に
同
法
改
正
案
で

は
上
場
会
社
の
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン

リ
ー
株
主
総
会
の
開
催
を
特
例
的

に
可
能
と
し
た
り
、
大
型
ベ
ン
チ

ャ
ー
へ
の
民
間
融
資
に
対
す
る
債

務
保
証
制
度
を
措
置
し
た
り
す
る

こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。
ま
た

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
の
改
正


